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日本行政書士会連合会では、国民のマイナンバーカード申請をサポートす

るため、以下の業務を担っていただけるマイナンバーカード申請手続相談員

を募集しています。（協力金の支給あり） 

 

（１）各単位会が実施する総合的な相談会等の一部で開催する個別相談コー

ナーでのマイナンバーカードの取得に係る代理申請 

（２）マイナンバーカード申請手続相談員による顧客対応場面でのマイナン

バーカードの取得に係る代理申請 

（３）各単位会が独自で実施する専らマイナンバーカードの取得に係る代理

申請のために行う個別相談会における申請サポート 

（４）国・都道府県・市区町村と連携して実施するマイナンバーカードの出

張申請受付や申請サポートに対する協力 
 
  

募集にあたっては、以下の各項全てに該当することを条件としています。 
 
 
＜マイナンバーカード申請手続相談員認定条件＞ 

・既に自身のマイナンバーカードを保有している者、又は現在申請中の者 

・マイナンバーカードの取得支援が可能な者 

・スマートフォン又はパソコン、タブレットを用いての支援が可能な者 

・会費の滞納がない者 

・会員権の停止処分中でない者 

・各単位会長が認める者 

 

 

※ 詳細は、会員サイト「連con」を確認の上、各単位会にご応募ください。 

 

 本事業は、本会並びに各単位会及びその会員が、国、都道府県、市区町村と協力し

てマイナンバーカードの普及を促進し、もってデジタル社会インフラの整備に貢献し、

行政手続のデジタル化推進とその円滑な実施に寄与することを目的としています。 

 なお、本事業は、総務省からの委託を受けて行う事業です。 

日本行政書士会連合会 
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